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メンテナンス契約（エレベーター）仕様書

箕面市（以下「甲」という。）のエレベーターに関して受託者（以下「乙」と

いう。）が行うメンテナンス業務の内容等は、次のとおりとする。

１．保守点検業務対象

箕面市立南小学校

・機械室なしロープ式エレベーター １台

・用 途：乗用

・積載質量：９００ｋｇ（１３名）

・停止箇所：３停止

・速 度：４５ｍ／分

・制御方式：可変電圧可変周波数制御

・付加仕様：戸開走行保護装置等、新耐震、車いす仕様、視覚障がい者対

応仕様、地震時管制運転方式、停電時自動着床装置、かご呼

び取消し機能

・設置年度：平成２６年８月

２．技術者派遣点検

（１）定期的に毎月１回の点検・手入れ保全（給油・調整・清掃等）を実施す

ること。

（２）点検・手入れ保全の箇所・機器（点検対象）・内容は【別表１】のとおり

とする。

（３）点検・手入れ保全を行ったときは、【点検報告書】を提出すること。

３．遠隔監視点検

（１）エレベーターを構成する機器および運転状態を常時監視するとともに自

動点検運転を行い、そのデータを収集すること。監視点検する項目・内容

は【別表２】第１項のとおりとする。

（２）前項の点検対象項目について変調状態が確認された場合は、必要に応じ

て技術者を派遣して確認、是正作業を実施すること。

（３）エレベーターの運行状態のデータにもとづく変調の有無については、毎

月１回【遠隔監視点検報告書】にて報告する。その記載内容は【別表２】

第２項のとおりとする。また、変調発生後の処置のために現場で作業を行

ったときは、その作業に応じて【作業報告書】または【点検報告書】を提

出すること。
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４．異常監視・直接通話サービス

（１）エレベーターについて次の事象が発生したときは、遠隔監視装置からの

通報にもとづき、必要に応じた適切な処置をとること。

①閉じ込め故障

②起動不能故障

③安全装置動作

④電源系統異常

⑤戸開閉不良

（２）映像確認用カメラおよび直接通話機能を備えているエレベーターの場合

において、前項各号の事象が発生したとき、またはかご内より非常呼びボ

タンが押し続けられたときは、乙のセーフネットセンターにて通報受信時

に記録されたかご内の映像を確認するとともに、かご内の乗客と直接通話

し、必要な連絡等にあたること。

（３）異常通報の内容については、毎月１回【遠隔監視点検報告書】にて報告

する。また、異常通報にもとづく処置のために現場で作業を行ったときは、

その作業に応じて【作業報告書】または【点検報告書】を提出すること。

５．消耗部品の供給

（１）作業に必要な部品のうち、消耗部品（通常の使用による摩耗・劣化によ

り、補完・交換を頻繁に行う小部品・油脂類等）を供給すること。

（２）乙が供給する消耗部品の範囲は、次のとおりとする。

①点検用油脂類（巻上機ギヤオイル、油圧機器作動油は除く。）

②主リレー用コンタクト類

③かご内蛍光ランプ（ネオン管、インテリア照明、その他の特殊照明は除

く。）

④小ヒューズ類

⑤ビス、ナット、ワッシャー

６．機能維持工事

（１）エレベーターの機器維持を図るため、機器の損耗・劣化（エレベーター

の通常の使用より生じるものをいい、天災その他不可抗力によって生じる

ものを除く。）を予測し、その予測にもとづいて乙が必要と認めたときは、

機器の構成部品の修理・取替（以下「機器維持工事」という。）を行うこと。

ただし、巻上機、電動機、制御器等の機器一式取替は含まない。

（２）機能維持工事の範囲は、【別表３】のとおりとする。

（３）機器維持工事の作業が完了したときは、【作業報告書】を提出すること。

（４）機器維持工事は、エレベーターの設置後２０年間これを行うこと。ただ
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し、エレベーターの機器の劣化（機能維持工事を行っても避けることので

きないもの）を解消するために乙が必要と認めて甲に提案するところによ

り、機器の更新・改修を行う場合は、甲乙協議のうえ、機能維持工事を行

う期間を延伸することができるものとする。

７．緊急時と対応

（１）甲よりエレベーターについて故障等の緊急事態が発生した旨の通報を受

けたときは、すみやかにエレベーターの運行状態を確認するとともに、事

態に応じた適切な処置をとること。ただし、甲またはエレベーターの利用

者の責に帰すべき事由により技術者が出向処置した場合は、甲または当該

利用者がその出向処置に要する費用を負担する。

（２）映像確認用カメラを備え、かつ、遠隔救出機能付のエレベーターの場合

において、エレベーターかご内への乗客の閉じ込めを確認したときは、エ

レベーターを遠隔操作することにより救出を図ること。ただし、通信障害、

安全装置の作動、その他の技術的な障害があるとき、または乗客の安全を

確認することが困難なときは、この限りではない。

（３）前各項の処置をとったときは、その結果について【作業報告書】を提出

すること。

［地震発生後のエレベーター自動診断・仮復旧運転サービス］

甲の選択により［自動診断・仮復旧運転サービス］が付加されている場合

は、次のとおり処置すること。

（１）地震感知器が地震等による振動を感知した場合、エレベーターは自

動的に地震時管制運転を行い休止した後、運転再開のために必要な機

能および通信回線の障害の有無を自動的に診断（自動診断運転）する

こと（注①）。

（２）自動診断が正常に完了し、エレベーターの機能および通信回線に障

害が検出されなかった場合は、エレベーターの運転を再開（仮復旧運

転）すること（注②）。

（３）乙の技術者が現地に出向し、以後の継続的な使用に支障をきたす障

害、変異の有無を点検すること。なお、点検の結果、その障害、変異

が発見されたときは、甲の負担で、その修復を行う（注③）。

（注）

①地震等により感知器が所定値を超える高ガルの振動を感知したとき、

または診断装置がエレベーターのかご内に乗客を感知したときは、

災害または乗客の被害の発生を予防するため、エレベーターの運転

を休止し、自動診断運転は行わない。なお、自動診断運転中は、乗

場インジケータに「点検中」と表示され、扉の開閉テストを行うが、
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この間はエレベーターに乗降することができない。

②仮復旧運転中は、エレベーターを仮使用できる。ただし、地震等に

よりエレベーターまたはその周辺環境に、自動診断運転により検出

することのできない不測の障害または変異があった場合は、自動的

に運転を休止する。

③自動診断・仮復旧運転は、地震による機器の故障を予防したり、そ

の機能を保全するものではない。

８．法令にもとづく検査

（１）エレベーターが建築基準法第１２条第３項にもとづき定期検査を行うべ

き昇降機にあっては、法定の有資格者を派遣してその検査を行い、【定期検

査報告書】を作成する。なお、甲の求めに応じて、その報告書の特定行政

庁への提出を代行すること。

（２）前項の検査の料金を契約料金に含めない場合は、甲乙協議のうえ別途そ

の検査料金を定めるものとする。

（３）エレベーターが労働安全衛生法第４１条第２項にもとづき性能検査を行

うべき昇降機にあっては、検査機関による性能検査に立ち会うこと。ただ

し、この検査料金は、甲乙協議のうえ別途これを定めるものとする。

９．維持管理のための情報提供サービス

エレベーターの日常の維持管理のために、安全確保および正しい利用方法

について案内する。また、関係法令改正の連絡等の情報提供サービスを行

うこと。ただし、本サービスは、乙がエレベーターの管理上の責を負うも

のではない。

10．遠隔監視装置等の取り扱いについて

この仕様書に定める業務を行うために設置する遠隔監視装置および通信回

線の取り扱いについては、次のとおりとする。

（１）乙は、エレベーターまたはエレベーターを設置した建物内に遠隔監視装

置を設置し、遠隔監視装置と乙の施設との間に通信回線を開設のうえ、通

信接続すること。

（２）遠隔監視および通信の方法については、乙の定めるところによるものと

する。

（３）遠隔監視装置は、発信機その他付属部品（映像確認用カメラ、人感セン

サーを含む。）により構成され、これらの所有権は乙に帰属する。なお、甲

は、乙の書面による承諾を得ずして、遠隔監視装置を第三者に転貸、譲渡

するなどの一切の処分を行うことができないものとする。
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（４）通信回線は、甲から別途提供されない限り、乙が提供（貸与）する。な

お、乙が通信回線を貸与した場合の回線使用料は契約料金に含まれている。

（５）甲は、乙が提供（貸与）した遠隔監視装置および通信回線について、盗

難や悪戯による破損等を防止して良好な設置環境を保つために、善良な管

理者の注意をもってこれを管理し、万一、盗難または破損等が生じ、また

はそのおそれがあるときは、直ちに乙に連絡する。

（６）遠隔監視装置および通信回線の配線の修理、取替に要する費用は、乙の

負担とする。ただし、甲が善良なる管理者としての注意を怠ったことに起

因して生じた破損または汚損による修理、取替の場合は、甲がこれらの費

用を負担する。

（７）乙は、通信回線の遮断、不良により遠隔監視に支障が生じた場合は、す

みやかにこれを甲に報告すること。なお、通信回線の遮断、不良によって

甲が被った損害については、乙はその損害を賠償すべき義務を負わないも

のとする。

（８）乙は、本契約が終了するときは、監視装置を撤去し、通信回線を休止す

ること。

（９）監視装置の撤去のために要する費用は、甲が負担する。ただし、乙の都

合により監視装置を撤去する場合、または甲の同意を得て乙がエレベータ

ーの最終点検時に監視装置を撤去する場合は、乙の負担とする。

（10）乙が監視装置の撤去を行う場合において、乙の故意または過失によって、

エレベーターの存する建物、設備その他の財物に損傷を及ぼしたときは、

乙がその修復費用を負担すること。ただし、遠隔監視装置の設置のために

行った建物・設備の改変等の原状復旧に要する費用については、乙がこれ

を負担する義務を負わないものとする。


















